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議案第188号 

 

財産の交換について 

 

次のとおり財産の交換をする。 

１ 取得する財産 

土地 

⑴ 位置  大阪市旭区生江３丁目1004番 

⑵ 面積  283.76平方メートル 

２ 提供する財産 

借地権 

⑴ 借 地 権 設 定 者  国 

⑵ 目的となる土地の位置  大阪市旭区生江３丁目1003番及び1004番 

⑶ 目的となる土地の面積  469.46平方メートル 

３ 交換の相手方 

  国 

４ 評価額 

 ⑴ 取得する財産  11,500,000円 

 ⑵ 提供する財産  11,500,000円 

令和３年11月26日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

説 明 

相手方の有する土地と本市の有する借地権とを交換するため、この案を提出する次

第である。 

 


